
「堺あったかぬくもりプラン４」（第４次堺市地域福祉計画・第６次堺市社会福祉協議会地域福祉総合推進計画）（案）の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  第１章 計画の策定にあたって 

 

【計画の位置づけ】 

・社会福祉法に基づく「地域福祉計画」（※）と 

地域福祉推進機関である堺市社会福祉協議会（社協）が

重点的に取り組む事項を定める「堺市社協地域福祉総合

推進計画」を共通の理念のもとに策定 

（※）健康福祉の分野別計画の基盤となる事項と、地域福祉を推

進するうえで重点的に取り組む事項を策定（下図参照） 

・成年後見制度利用促進法に基づく「成年後見制度利用促

進計画」、再犯防止推進法に基づく「再犯防止推進計画」

を包含し、地域福祉と連動させて推進 

《他の計画との関係》 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計画の期間】 令和２年度～７年度の６年間 

必要に応じて中間見直しを実施 

【計画の策定方法】 懇話会等での意見交換、アンケート調

査、関係団体・機関への意見聴取、パブリックコメン

ト等を通じて、多くの人々の意見を反映 

【計画の推進体制と進行管理・評価】 ＰＤＣＡサイクルを

活用し、懇話会等で実施内容、プロセス、成果・課題等

の検証を毎年行いながら、各分野別計画を通じて推進 

統計データ、現行計画に基づく取組、法律や制度などの 

動向をふまえ、市民、福祉活動団体、関係機関に対する 

アンケート調査を実施し、検討すべき課題を整理 

課題①：福祉の情報を的確に伝えるしくみづくりと取組の

推進 

課題②：身近な相談窓口と支援につなぐ取組 

課題③：区を基盤とした包括的な相談支援による解決のし

くみづくりの推進 

課題④：地域でのつながりづくりと参加しやすい場づくり 

課題⑤：地域福祉の活動・サービスの担い手づくり 

課題⑥：災害への備えや支援のしくみづくり 

課題⑦：判断能力が十分でない人の権利擁護を支援する取

組の推進 

課題⑧：犯罪や非行をした人の立ち直りを支援する取組の

推進 市民・団体、事業者・企業などのさまざまな主体の参加・協働 

  第３章 計画の推進目標 （市、社協、市民・団体、事業者・企業などの多様な主体が参加、協働して地域福祉を推進するうえでの共通の目標） 

【取組の理念】 “ともに暮らすまち”、“支えあい続けるしくみ”を、わたしたちの“参加と協働”でつくる 
【取組の視点】（すべての活動や事業で重視すること） ① 人権を尊重し、共生をすすめる   ②“自分らしい”生活を、包括的に支える   

 ③ 多様な人や組織が参加、協働する  ④ 必要な情報を、必要な人に的確に伝える 

【役割分担と協働の考え方】 市、社協、市民・団体、事業者・企業などが、それぞれの強みを活かして役割分担、協働して推進します 

【エリアごとの取組と連携】 自治会等、小学校区、日常生活圏域、区、堺市全域の各エリアの機能や資源を活かしつつ、重層的に連携します 

（さまざまな活動や事業を体系的、計画的にすすめるうえでの目標（取組の柱） 

① 生活の“困りごと”を見つけ、支援につなぎ、解決します  ②“ともに暮らすまち”づくりを、多様な人や組織の参加と協働ですすめます 

③ すべての人の権利擁護を支えます                        ④ 安心で、生活しやすい環境をつくります 

取組の 

基本目標 

計画の 

推進方針 

取り組む方向性 １ くらしをまもる 

（１）包括的な相談支援体制に対応する機能

を構築します 

（２）さまざまな“ 困りごと” に対する相

談支援を行い、くらしをまもります 

取り組む方向性 ２ つながりをつくる 

（１）多様な居場所づくりや活動、活動者や

理解者を広げるよう支援します 

（２）地域での活動を支援し、人と人のつな

がりをつくります 

（３）ボランティア・市民活動の総合的な支

援と強化を図ります 

（４）多様な主体による地域貢献活動を促進

します 

（５）災害ボランティアセンターを中核とし

た災害復旧・復興活動をすすめます 

取り組む方向性 ３ 地域福祉を創る 

サービス・活動の開発、施策化・事業化 

地域福祉人材と活動の創出 

社協の取り組み 

社協の基盤強化 組織力／専門性 

人材、財源、事業計画、広報等の充実 

地域福祉推進機関としての専門性 

 第２章 堺市の地域福祉をとりまく状況 
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 基本目標 ① 生活の“困りごと”を見つけ、支援につなぎ、解決します  

重点施策［１］ 包括的な相談支援体制の構築 

１）包括的な相談支援の充実と人材育成 → 区保健福祉総合センターでの支援の充実と研修等による人材育成 

２）複雑、多様な課題に対応する相談支援の充実 → 分野や公民を超えた協働体制の構築や身近な相談の充実、 

ひきこもり、発達障害、認知症、さまざまな環境に置かれた子どもなどの多様なニーズへの対応 

３）一人ひとりの「気づき」を高める取組の推進 → 地域福祉の情報発信、情報取得への支援 

重点施策［２］ 更生支援の推進 

１）更生支援の取組への理解の推進 → 更生支援の必要性の周知、民間更生保護活動（保護司など）への支援 

２）社会復帰をすすめるための連携と支援の推進 → 関係機関のネットワークの構築、就労や生活への支援 

薬物依存の防止や回復への支援 

 基本目標 ②“ともに暮らすまち”づくりを、多様な人や組織の参加と協働ですすめます  

重点施策［３］ 多様な居場所づくりや地域福祉活動への支援 

１）つながりづくり・居場所づくりと地域福祉活動への参加の促進 → 多様なつながりや活動の推進、支援 

２）つながりや支えあいを支援する体制の充実 → 日常生活圏域コーディネーターの機能と体制の強化、 

地域福祉活動の支え手の発掘・育成のための研修や、福祉学習を推進するための支援 

３）多様な主体の参加と連携による地域福祉活動の推進 → 社会福祉法人や企業・事業者、他分野との連携、 

有償やビジネスの視点を含んだ活動の推進 

 基本目標 ③ すべての人の権利擁護を支えます  

重点施策［４］ 権利擁護の推進 

１）権利擁護支援体制の強化 → 関係機関等とのネットワークの構築、中核機関の設置、地域での相談支援の充実 

２）権利侵害や虐待等の防止と解決に向けた取組の充実 → 関係機関等との連携や担当職員の専門性の確保、 

多様な課題への対応などの積極的な権利擁護の推進 

３）成年後見制度の利用促進と支援体制の充実 → 広報・啓発、相談やニーズ把握の充実、後見人への支援の充実 

 基本目標 ④ 安心で、生活しやすい環境をつくります  

重点施策［５］ 災害への備えや支援のしくみづくり 

１）災害時の支援が必要な人とのつながりと支援体制づくり → 避難行動要支援者の把握や支援、個別計画の 

策定に向けた取組、災害ボランティア活動の推進 

２）支援が必要な人に配慮した避難所等の整備の推進 → 福祉避難所運営の具体化、必要な物資等の確保 

 第４章 市が重点的に取り組む施策  （→ は市の取組の主な内容）  第６次堺市社協地域福祉総合推進計画 

協働 


